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４ 変更申請手続き 

■作業手順を確認してください。 

 

 

変更届（申請データ）を Web 画面上に表示するための条件を入力します。（従来の申請

データ作成プログラムのダウンロード及びインストール作業は不要となりました。）  

 

 

 

 

Web 画面上に表示された入力フォームに記入し、変更届（申請データ）を作成します。 

 

 

 

 

Web 画面上で作成していただいた変更届（申請データ）を、「申請データ提出ページ」に

て提出します。なお、申請データの入力内容に不備がある場合は、エラー内容が表示さ

れます。エラー内容を参考にしていただいき、申請データ作成プログラムにて申請データ

の内容を修正した後に再度の提出を行ないます。 

 

 

 

 

画面より印刷した郵送書類確認用紙に必要事項をご記入のうえ、申請に必要な書類を

添付し、郵送していただきます。 

 

 

 

申請内容を取り消すことができます。ただし、事務手続きが進んでしまっている場合につ

いては、取り消しをお受けできないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請データの作成（条件入力）  

申請データの提出  

申請内容取消 

郵送書類の送付 

（郵送書類が必要な変更届のみ）  

（事業者側凡例）

インターネットによる作業

インターネットに接続しな
い作業

従来どおりの作業

４．１を参照  

４．２を参照  

４．３を参照  

４．４を参照  

４．５を参照  

申請データの作成  
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４．１  申請データ作成画面の表示 

 

■ホームページを表示する 

入札参加資格申請システムにアクセスして申請を開始します。 

 

 

 

 

 

資格審査申請ＴＯＰページが表示されます。 

 

アドレスhttps://www.cals.pref.yamanashi.lg.jp/qer/ 
山梨県の入札参加資格申請シ

ステムのホームページに接続し

ます。 

【２】変更申請の場合の「建設工事業者」又は「測量・建設コンサル業者」をクリックします。 
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■システムにログインする 

本システムのログイン認証を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン後、「資格審査申請受付のご説明」が表示されます。

 

ＩＣカード（電子証明書）をご利用される方は、事前に山梨県のシステムに登録手続きを行な

っていただく必要があります。→P.65「ICカード（電子証明書）の取扱い」 

なお、ＩＣカード（電子証明書）の登録手続きがお済の方は、ID・パスワードが無効となり、ＩＣ

カード（電子証明書）によるログインだけが可能となりますので、ご注意ください。 

「ＩＤ／パスワード」又は「ＩＣカード（電子証明書）」のどちらか一方の方法でログインします。 

ＩＤ／パスワードをお持ちの方：ＩＤとパスワードを入力し、「確認」をクリックします。 

ＩＣカードをお持ちの方：ＩＣカード（電子証明書）をセットし、「進む」をクリックします。 

※ ＩＣカードログイン時にエラーが発生した場合、まずは、下記のページより対処方法を確認

して下さい。 

★公共事業ポータルサイト→情報公開サービス→■よくある質問 ＦＡＱ 

 

チェック！！ 

資格審査申請受付のご説

明を確認し、「資格内容の

変更届」または「資格内容

の変更届について」をクリッ

クします。 
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資格内容の変更届（申請までの流れ）の説明ページが表示されます。 

 

■「申請までの流れ」を確認する 

  申請までの流れを確認し、申請データの作成を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請データ作成のページが表示されます。 

 

■新規・修正区分を選択する。 

新規・修正区分から、申請データを新規作成するのか、修正するのかを選択します。作成中の

申請データがある場合は「修正」が選択された状態で表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「申請データ作成」をクリックし

ます。 

作成中の申請データがある場合 
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変更届記入項目の選択画面が表示されます。 

 

■申請データ作成画面を表示する 

変更する項目を選択して申請データ作成画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 変更する項目の選択欄の  をクリックして にします。 

②「申請書作成画面へ」をクリックします。 

続けて次のページの「申請データの作成」に進んでください。 

「修正」を選択した場合は変更する項目の選択欄は表示されません。 

「申請書作成画面へ」ボタンをクリックして申請データ作成に進んでください。 
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４．２ 申請データの作成 

 

■申請データを入力する 

 

申請データの入力画面が表示されます。 

 

 

 

 

          【変更届の画面例】 

          ※変更届の内容によって画面の表示内容が変わります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

「保存」ボタンをクリックすると入力した内容が保存されますが、申請データを提出する

際は必ず申請データのチェックを行なってください。申請内容にエラーがあった場合。画

面上部にメッセージが表示され、画面下部にエラーの詳細内容が表示されます。エラー

が表示された場合は、申請内容を送信できませんのでメッセージに従い申請データを

修正していただく必要があります。 

 

②画面の説明に従い、各項目にデータを入力します。 

 ※入力項目の説明については、画面上部の『ヘルプ』をご覧ください。 

変更届で選択した項

目のみ切替が可能

です。 

③全ての項目を入力後、「チェック」ボタンをクリックします。 

チェック！！ 

続けて次のページの「申請データの提出」に進んでください。 
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４．３ 申請データの提出 

■入札参加資格申請システムにアクセスする 

入札参加資格申請システムにアクセスして、変更届（申請データ）を提出します。 

 

 

 

 

 

資格内容の変更届（申請までの流れ）の説明ページが表示されます。 

 

■申請データの提出を開始する 

ご利用者のパソコン上で作成していただいた変更届（申請データ）を、「申請データ提出

ページ」にて提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加資格申請システムにログインします。→（P.39、P.40 参照） 

■ ホームページを表示する・・・・・・・P.39 

■ システムにログインする・・・・・・・・P.40 

①「申請データ提出」をクリッ

クします。 

②「進む」をクリックします。 
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申請データのエラーチェックが行なわれます。 

 

≪申請データの内容が正しくない場合≫ 

申請データエラーが表示された場合は、「申請データ作成」にて申請データの内容を修正した

後に、再提出（①の手順）を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

           ※エラーケース１：本店本社情報の郵便番号不一致の例 

 

申請データ提出結果の画面上に、申請書提出が正常に終了したことを知らせるメッセージが表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③内容を確認し、画面の下

にある ボタン

をクリックします。 

④「郵送書類確認用紙」を

クリックします。 

 

画面より印刷した郵送書類確認用紙に必要事項をご記入のうえ、申請に必要な書類を添

付して、郵送していただきます。→P.47「郵送書類の送付」 

後日、システムから同様の用紙を印刷することもできます→P.47「郵送書類の送付」 

チェック！！ 
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※郵送書類が必要ない変更届の場合は、「郵送書類確認用紙」のリンクが表示されません。 

 

 

続けて次のページの「郵送書類の送付」に進んでください。 
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４．４ 郵送書類の送付（郵送書類が必要な変更届のみ） 

■入札参加資格申請システムにアクセスする 

入札参加資格申請システムにアクセスして、「郵送書類確認用紙」を印刷します。 

 

 

 

 

 

資格内容の変更届（申請までの流れ）の説明ページが表示されます。 

 

■「郵送書類確認用紙」を印刷する 

  画面から「郵送書類確認用紙」をブラウザの印刷機能で印刷します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「４．３申請データの提出④」から引き続き操作 

した場合は、こちらと同様の帳票が表示されま 

す。 

 

 

 

 

 

 

※ 郵送書類確認用紙の種類は、申請内容によって異なります

②画面右上の （Edge の場合）または

（Chrome の場合）をクリックし、「印刷」を

選択し帳票を出力後、画面の説明に従い

必要事項を記述します。 

資格審査システムにログインします。→（P.39、P.40 参照） 

■ ホームページを表示する・・・・・・・P.39 

■ システムにログインする・・・・・・・・P.40 

①「郵送書類」をクリックします。 
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■「郵送書類確認用紙」を郵送する 

申請に必要な書類及び郵送書類確認用紙を下記の宛先へ郵送します。 

「郵送書類確認用紙」は、１部コピーを取り、原本 1 部を郵送してください。 

 

 

 

 

 

 

 

これで変更申請の手続きは終了です。 

 

 

 

 

郵送先 〒４００－８５０１ 

        山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 

        山梨県県土整備部県土整備総務課契約担当 

申請内容に誤りがあった場合は、次のページ「申請内容取消」へ

進んでください。 
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４．５申請内容取消 

申請内容を全て取り消します。 

申請内容に誤りがあった場合は、申請内容を取り消した後に申請データ作成画面にて申

請データの内容を修正し、再度の提出を行ないます。 

 

 

 

 

【●申請内容に誤りがあった場合の処理手順】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web 画面上で申請データの修正を行ないます。 

ご利用者のパソコン上で作成していただいた変更届（申請データ）を、

「申請データ提出ページ」にて提出します。なお、申請データの入力内容

に不備がある場合は、エラー内容が表示されます。エラー内容を参考に

していただいき、申請データ作成画面にて申請データの内容を修正した

後に再度の提出を行ないます。 

 

申請内容を取り消す際は、必ず県の契約担当者までお問い合わせください。 

チェック！！ 

申請データの提出  

郵送書類の送付 

（郵送書類が必要な変更届のみ）  

４．２を参照  

４．３を参照  

４．４を参照  

申請内容を取り消します。ただし、事務手続きが進んでしまっている場合

については、取り消しをお受けできないことがあります。 

申請内容取消 

郵送書類に変更があった場合は、画面より印刷した郵

送書類確認用紙に必要事項を記入のうえ、申請に必

要な書類を添付し、郵送していただきます。 

インターネットによる作業

インターネットに接続しな
い作業

従来どおりの作業

申請データの作成  
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■入札参加資格申請システムにアクセスする 

入札参加資格申請システムにアクセスして、申請内容を取り消します。 

 

 

 

 

 

資格内容の変更届（申請までの流れ）の説明ページが表示されます。 

 

■申請内容を取り消す 

申請内容を確認し、内容を取り消します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②内容を確認し、画面の

下にある ボタ

ンをクリックします。 

資格審査システムにログインします。→（P.39、P.40 参照） 

■ ホームページを表示する・・・・・・・P.39 

■ システムにログインする・・・・・・・・P.40 

①「申請内容取消」をクリック

します。 

③正常に取り消しが完了

したことを確認します。 
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５．  申請内容閲覧 

ご利用される方の、提出済み申請内容を確認します。 

 

■システムにログインする 

本システムのログイン認証を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン後、「資格審査受付のご説明」が表示されます。 

 

■申請内容を閲覧する 

基本情報、業種情報、実績情報を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＩＤ／パスワード」又は「ＩＣカード」のどちらか一方の方法でログインします。 

ＩＤ／パスワードをお持ちの方：ＩＤとパスワードを入力し、「確認」をクリックします。 

ＩＣカードをお持ちの方：ＩＣカードをセットし、「進む」をクリックします。 

※ ＩＣカードログイン時にエラーが発生した場合、まずは、下記のページより対処方法を確認

して下さい。 

★公共事業ポータルサイト→情報公開サービス→■よくある質問 ＦＡＱ 

 

①「申請内容閲覧」または

「申請内容の閲覧につい

て」をクリックします。 
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基本情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業種の詳細情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績の詳細情報が表示されます。 

②希望業種のリンクをクリックします。 

③各種実績のリンクをクリックします。 
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 ６． ＩＣカード（電子証明書）取扱い 

ＩＣカード（電子証明書）をご利用される方は、ＩＣカード（電子証明書）の登録手続きを行ないま

す。この登録手続きにより、山梨県入札参加資格申請システム、山梨県電子入札システム、その

他の質疑応答に必要なＩＣカード（電子証明書）が利用可能になります。 

 

 

 

 

６．１ 新規登録 

■システムにログインをする 

本システムのログイン認証を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン後、「資格審査受付のご説明」が表示されます。 

 

■新規登録する 

ＩＣカード（電子証明書）をご利用できるよう登録を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＤとパスワードを入力し、 

「確認」をクリックします。 

 

①「ＩＣカード手続き」または 

「ＩＣカードの手続きについ

て」をクリックします。 

 

工事とコンサルの双方の入札参加資格を有する場合は、それぞれ別のＩＣカード（電子証明

書）を登録する必要がありますのでご注意ください。 

 

チェック！！ 
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ＩＣカード（電子証明書）の登録者一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣカード（電子証明書）の登録説明が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＩＮの入力ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

②「新規登録」をクリックし

ます。 

③認証局から取得したＩＣカード（電子証明書）をＩＣカードリーダにセットします。 

④「進む」をクリックします。 

⑤「ＰＩＮ番号」を入力後、

「ＯＫ」をクリックします。 

 

ＩＣカード購入元の認証局から配布された「ＰＩＮ番号」を入力してください。 

「担当者：」欄の入力は不要です。（入力した内容は無効となります。） 

 

チェック！！ 
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利用者情報の入力画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録内容の確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規登録の完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

これでＩＣカード（電子証明書）の登録手続きは完了です。 

⑥利用者情報を入力し、   

「進む」をクリックします。 

⑦「確認」をクリックします。 

⑧「登録者一覧へ」をクリッ

クします。 

 

ＩＣカード（電子証明書）の登録手続きが完了すると、次回のシステムログインから ID・パス

ワードによる認証が無効となり、ＩＣカード（電子証明書）によるログインだけが可能となりま

す。 

 

チェック！！ 
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６．２ 利用者情報変更 

■利用者情報を変更する 

既に登録されているＩＣカード（電子証明書）の利用者情報の変更を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣカード（電子証明書）の登録者一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「ＩＣカード手続き」または

「ＩＣカードの手続きについ

て」をクリックします。 

②手続き対象者を一覧より選択します。 

③「利用者情報変更」をクリックします。 
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ＩＣカード（電子証明書）の利用者情報変更画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＩＮの入力ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者情報変更の入力画面が表示されます。 

④利用者情報を変更するＩＣカード（電子証明書）をＩＣカードリーダにセットします。 

⑤「進む」をクリックします。 

⑥「ＰＩＮ番号」を入力後、

「ＯＫ」をクリックします。 

⑦利用者情報を入力し、   

「進む」をクリックします。 
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登録内容の確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者情報変更の完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

これでＩＣカード（電子証明書）の利用者情報変更手続きは完了です。 

⑧「確認」をクリックします。 

⑨「登録者一覧へ」をクリッ

クします。 
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６．３ ＩＣカード（電子証明書）の更新 

■ＩＣカード（電子証明書）を変更する 

ご利用いただけるＩＣカード（電子証明書）を新しいＩＣカード（電子証明書）に更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣカード（電子証明書）の登録者一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「ＩＣカード手続き」または

「ＩＣカードの手続きについ

て」をクリックします。 

②手続き対象者を一覧より選択します。 

③「ＩＣカード更新」をクリックします。 
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ＩＣカード（電子証明書）の更新画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＩＮの入力ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在使用しているＩＣカード（電子証明書）情報が表示されます。 

④現在使用しているＩＣカード（電子証明書）をＩＣカードリーダにセットします。 

⑤「進む」をクリックします。 

⑥「ＰＩＮ番号」を入力後、

「ＯＫ」をクリックします。 

⑦新しいＩＣカード（電子証明書）をＩＣカードリーダにセットします。 

⑧「進む」をクリックします。 
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ＰＩＮの入力ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新の確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

これでＩＣカード（電子証明書）の更新手続きは完了です。 

⑩「確認」をクリックします。 

⑪「登録者一覧へ」をクリッ

クします。 

⑨「ＰＩＮ番号」を入力後、

「ＯＫ」をクリックします。 
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６．４ 取消 

■ＩＣカード（電子証明書）の登録を取り消す 

登録済みのＩＣカード（電子証明書）の取り消しを行ないます。（複数登録時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣカード（電子証明書）の登録者一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「ＩＣカード書手続き」また

は「ＩＣカードの手続きにつ

いて」をクリックします。 

②手続き対象者を一覧より選択します。 

③「取消」をクリックします。 

 

登録しているＩＣカード（電子証明書）を全て取り消すことはできません。 

 

チェック！！ 
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ＩＣカード（電子証明書）の取り消し画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＩＮの入力ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り消しの確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り消しの完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

これでＩＣカード（電子証明書）の取り消し手続きは完了です。 

④取り消しを行なうＩＣカードリーダにセットします。 

⑤「進む」をクリックします。 

⑥「ＰＩＮ番号」を入力後、

「ＯＫ」をクリックします。 

⑦「確認」をクリックします。 

⑧「資格審査申請メニュー

へ」をクリックします。 


